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はじめに

「終活」という言葉は広く普及し、興味を持つ方も増加してきています。

しかし、その広がりとは異なり、実際に取り組む人は増加していないのが現状です。

「何を、どこからやればよいのか」

「一人で、どこまでできるだろうか」

終活に取り組む前、そのような不安の声をしばしば耳にします。

その声に耳を傾け、皆様が少しでも簡単に進められるように本冊子は作られました。

本冊子を活用し、楽しく · 気軽に · 自分らしく終活に取り組みましょう。

また、近年では「人生会議」という考えも広まっています。

家族や親戚、親しい友人や近所の人

一人で抱え込まず、周囲の人とあなたの希望を話しあおうという考えです。

「終活」は一人で行う必要はありません。

誰かと共に、誰かに相談し、誰かを頼りながら考えていきましょう。

終活、それはこれからも自分らしく生きるための大切な一歩

終 活
を考えよう
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私のこれまで第 1章

終活を考えるにあたり、まずは自分に向き合う時間を持ちましょう。誕生からこれまでを
思い出しながら、あなたの一度きりの人生を振り返ることで、終活を考えるための入口に
立つことができます。

誕生

誕生日や名前の由来など

幼少期

好きだった遊びなど

学生時代

熱中したことなど

社会に出てから

仕事や結婚など

その他

出生について

　　　　　自分史
自分のルーツや半生を文章にするもの。書くことで自分自身への理解が深まります。
あなたの生きた軌跡は大切な人の「心の教科書」になるかもしれません。
親の終活のきっかけづくりとして、子どもからプレゼントするケースもあります。

キ ー ワ ー ド
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自分史年表

年
齢

目
標

年
齢

目
標

や
り
た
い
こ
と

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

取
り
組
み
た
い
内
容

や
り
た
い
こ
と

や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

取
り
組
み
た
い
内
容

（　　  　）歳　　　　（　　  　）歳　　　　（　　  　）歳　

（　　  　）歳　　　　（　　  　）歳　　　　（　　  　）歳　 エンディング

わ た し の 年 表

わ た し の 年 表
■書き方例

目
標
年
齢（ 70  ）歳（  73  ）歳

孫
と
た
く
さ
ん
遊
ぶ

介
護
施
設
へ
見
学
に
行
く

世
界
遺
産
を
見
に
行
く

自分の半生について、年表を書いてみましょう。
過去の出来事から、これからを考えるヒントが見つかるかもしれません。



4

フリガナ 　

氏　名

本籍地

〒

現住所

〒

電話番号
自宅

携帯

好きなもの

趣味

私のいま第2章

基本情報

あなたの身のまわりについて、記録しておきましょう。
情報を集めてひとまとめにすることは少し大変ですが、完成した時にはスッキリします。
情報を一元管理することで、必要なものと不要なものがはっきりし、不要なものを解約し
たり処分したりと整理することもできます。
また、万が一に備えて家族や周囲の人に分かるようにしておくことも、重要です。

エンディングノートが盗難されたり悪用されたりする場合に備えて、銀行や
クレジットカードなど金融機関、パソコンや携帯電話など電子機器の「暗証
番号」は、エンディングノートには記載しないようにしましょう。

！
注 意
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■かかりつけ医
病院名 担当科 担当医 電話番号

科

科

科

■常用薬
薬　名 目　的

■持病
病　名 いまの状態

医療情報

■既往症など

既往症

アレルギー

その他、
気になること

例：身体の不自由な部分・ペースメーカーを入れている
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項　目 記　号 番　号 その他

マイナンバー

健康保険証

後期高齢者
医療保険証

介護保険証

運転免許証

■その他

公的情報

もしもに備え、重要書類（身分証明書、公的な請求書など）はまとめてお
きます。
同居していない家族などにも分かるように、保管場所を記しておきましょう。

！
注 意

保存場所

　　　　　死後事務委任
亡くなった後の葬儀や納骨、解約や返納などの各種手続き（死後事務）を頼める人が
周囲にいない場合に、生前に弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に委任して
おく方が増えています。

キ ー ワ ー ド
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資産情報

■預貯金
金融機関 支　店 種　類 名義人

■不動産
種　類 所在地 名義人と持ち分

■保険
保険会社 種類・内容 証券番号 受取人

■公的・私的年金
名　称 団　体 連絡先
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■その他

借入金や保証債務など負債も相続の対象となります。
相続人のために必ず書いておきましょう。

！
注 意

　　　　　生前整理
人生を豊かにしてくれた大切なものや思い出は、エンディングに向けてどう整理すれば
よいのでしょうか。

「最後まで手元に残すもの」「受け継ぐもの」「処分するもの」に分け、リフォーム・買い
取り・廃棄といった最適な手段を検討しましょう。

キ ー ワ ー ド

ペット

種　類 名　前 エ　サ 預けられるところ かかりつけの動物病院
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　　　　　法定相続情報証明制度
　法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局（登記所）に必要な書類を提出し、登
記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
　制度の利用により、相続の手続きがスムーズになるというメリットがあります。

キ ー ワ ー ド

家系図

　相続を考えるためにも「家系図」を作成しましょう。この表に書き込んでいくことで自
分の法定相続人が誰なのかを確認できます。
　※法定相続人となるのは配偶者と血族です。同じ順位の人が複数いる場合には全員
が相続人となります。先順位の人が 1 人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれ
ません。

子
ど
も

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

孫 お
い
・
め
い

お
い
・
め
い

お
い
・
め
い

孫 孫 孫 孫

子
ど
も

子
ど
も

子
ど
も

子
ど
も

第２順位
父母が死亡している
場合は、祖父母に

第１順位
子どもが死亡している場合は、孫、ひ孫に

第３順位
兄弟姉妹が死亡している場合は、おい・めいに

配偶者は、
常に相続人になる

祖父

父

祖母 祖父

母

祖母

配偶者 自分
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　　　　　遺言書の作成
遺産を誰がどう受け継ぐか、生前に決めておくための遺言書。お世話になった方への
遺贈や社会貢献団体への寄付も可能にします。

■下記の項目が一つでも当てはまる方には遺言書の作成をお勧めしています。

■遺言書には作り方や手順があるので、注意が必要です。

キ ー ワ ー ド

子どもがいない
財産に不動産など
分けにくいものが

含まれる

法定相続人の中に
財産を渡したくない

人がいる

相続税の
対象となる額の

財産がある

内縁関係にある

法定相続人以外に
財産を渡したい

人がいる

財産の一部を
寄付したい

自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法

遺言者が全文をすべて自筆で書き、
押印する。印鑑は認印でも可。封入
の必要については規定はない。代筆
やワープロ、録音などは不可。
※財産目録のみパソコン・ワープロ
での作成も可（但し全ページに署名・
押印が必要）

本人が公証人に口述し、公証人が筆
記する。実印、印鑑証明、身元証
明書、相続人などの戸籍謄本、登
記簿謄本などが必要。

作成場所 問わない （原則）公証役場

公証人 不要 必要

証　人 不要 2 人以上

署名押印 本人 本人、公証人、証人

保管場所 法務局 遺言者が保管 公証役場が原本を保管

費用 必要 0 円 相続財産の額によって変動

家庭裁判所の
検認 不要 必要 不要
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判断を代わりに
任せたい人

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

財産の管理を
任せたい人

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　　　　連絡先：

□事務委任契約済　　□任意後見・成年後見済

介護を
お願いしたい人

□ 家族・親族　□ 専門のサービス
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　）

介護の場所
□ 自宅　□ 施設　□ 家族・親族の判断に任せたい
□ その他

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

費　用
□ 預貯金や年金など自分の財産から使って欲しい　
□ 保険に加入している
□ 特に用意はしていない　□ その他（　　　　　　　 　　　　　　　　　）

メ　モ

私のこれから第3章

判断ができない場合について

介護について

あなたのこれからについて、思いと考えを巡らせましょう。最後まで自分らしく歩むために、
残りの時間をどのように過ごし、何を大切にしたいか考えてみましょう。大事なことは、言
葉にして記しておくことが大切です。

　　　　　成年後見制度
成年後見制度とは、年齢を重ねて判断能力が低下した際に、家庭裁判所もしくは本人に
よって後見人を選任して、自身の財産を守ってもらう制度です。

キ ー ワ ー ド
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告　知
□ 病名・余命ともに告知を希望する　　□ 病名のみ告知を希望する
□ 病名・余命ともに告知を希望しない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

終末期を
過ごす場所

□ 病院　　□ 自宅　
□  家族・親族の判断に任せたい
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

延命治療
□ 回復が難しくても延命治療を希望する　□ 延命治療は希望しない
□ 延命より苦痛緩和を重視したい
□ 判断を任せたい「名前：　　　　　　　　　    （ 間柄：　　　　　　　）」

臓器提供・
献体

□ 臓器提供を希望する（意思表示カード保管場所：　　　　　　　　　　）

□ 角膜提供を希望する（アイバンク登録証保管場所：　　　　　　　　　）

□ 献体を希望する（登録団体：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 臓器提供や献体は希望しない

メ　モ

終末期医療について

　　　　　人生会議 (ACP）
人生会議とは、アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning）の愛称です。
もしものときのために、自分が望む医療やケアについて前もって考え、信頼する人たち
と話し合い、共有する取組みです。かかりつけ医や医療チーム、専門のアドバイザー
から充分な説明を受け、家族を含めた話し合いを繰り返してよりよい選択をすること
が大切です。

キ ー ワ ー ド
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人生でやりたい 25 のことを書きましょう。
一生のうちにやりたいことを考える時間は、これからの人生を豊かにしてくれます。
達成した項目にはチェックをいれましょう。

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

9 □

10 □

11 □

12 □

13 □

14 □

15 □

16 □

17 □

18 □

19 □

20 □

21 □

22 □

23 □

24 □

25 □

達成したら
チェック□✓

人生でやりたいことリスト 25
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葬儀への考え
□ 多くの人と盛大に　□ 一般的に　□ 近親者のみでこじんまりと
□ しなくてよい　□ 家族の考えに任せたい

喪主を
お願いしたい人 間柄：　　　　　　名前：　　　　　　　　　連絡先：

葬儀の形式
宗教：　□ 仏教　　□ キリスト教　　□ 神式　　□ 無宗教

菩提寺や宗教団体　名称：　　　　　　所在地：　　　　　　連絡先：

葬儀の場所
□ 自宅　　□ 斎場　　□ 火葬場（ 式は行わない ）

具体的な希望　施設名：　　　　　　　　　　　　　連絡先：

葬儀の業者
□ 生前予約をしている    　（ 業者名：　　　　　　　　連絡先：　　　　　　　）
□ 会員になっている　　　（ 業者名：　　　　　　　　連絡先：　　　　　　　）
□ 依頼して欲しい業者がある （ 業者名： 　 　　　　　　連絡先：　　　　　　）

葬儀の費用
□ 私の預貯金を使って欲しい　　□ 特に用意していない
□ 保険・共済・互助会などに加入している（名称：　　　　　　連絡先：　　　　　　）

戒　名
□ 格の高い戒名を希望　□ 標準的な戒名でよい　□ 戒名はつけなくてよい
□ すでに戒名を授かっている （ 戒名：　　　　　　　　    連絡先：　　 　　 　　　）

遺　影
□ 用意してある　 （ 保管場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 希望する写真がある     （ 具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
□ 決めていない

その他の希望

祭壇や飾りつけ・音楽・一緒に納棺して欲しいものなど

会葬礼状・参列者へのメッセージ・香典や供花についてなど

私のエンディング第4章

葬儀について

誰もが迎える旅立ちの時。どんな旅立ちがあなたらしいでしょうか。答えはあなたの中に
しかありません。最期まで、自分らしく。

　　　　　葬儀の事前準備
遺族の約 4 分の 3 は家族が亡くなってから 6 時間以内に葬儀社を決めています。
悲しみの中で充分な情報収集や検討ができないまま葬儀を決めると、後悔が残ってしまう
ことも。事前に意志を伝えておくことが大切です。

キ ー ワ ー ド
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■連絡してほしい人

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

名前　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　間柄

知らせたいタイミング：　□ 入院　□ 危篤　□ 通夜・葬儀　□ 葬儀後

お　墓

お墓を用意してある場合
墓地名：
所在地：
連絡先：　　　　　　　　　　　　契約者名：
石材店：

お墓を用意していない場合
□ �新たに購入してほしい
　 （ □ 一般墓　□ 永代供養墓　□ 納骨堂　□ 樹木葬 ）
□ 散骨してほしい（ 場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 手元供養してほしい　□ 家族に任せたい

分　骨 □ 希望する　□ 希望しない

費　用
□ 私の預貯金を使って欲しい　□ 特に用意していない
□ 保険・共済などで用意している
　 （ 名称：　　　　　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　　　　　　　）

備　考

お墓・埋葬について

　　　　　改葬・墓じまい
遺骨を別のお墓に移す事、お墓を撤去・処分する事です。都市化や少子化が進み、先祖代々
のお墓を継承することが難しくなるケースが増えてきました。家族構成や生活環境を
踏まえて考えをまとめ、家族と相談しておくことが大切です。

キ ー ワ ー ド
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あなたが大事にしていることや望んでいること、どこで、どのような医療ケアを受けたいか
を、自分自身で前もって考え、周囲の大切な人たちと共有することを「人生会議 (ACP：ア
ドバンス・ケア・プランニング」と言います。 　
エンディングノートへの記入、心の中で整理しただけでは、あなたの希望や思いは伝わり
ません。大切な人たちとゆっくりと話しあい、話しあったことを記録しておきましょう。

私の人生会議第5章

1 回目

話しあった日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

話しあった人

話しあった
こと

整理したこと、決まったこと
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2 回目

　　　　　資産の整理とモノの整理
遺していくものは「資産」と「モノ」に分かれます。
資産の整理であれば、不動産の整理、生前贈与、遺言書の作成など。モノを最小限に
しておくための整理であれば、受け継ぐものと処分するものに分けて、それぞれに最適
な方法を選択することがおすすめです。

キ ー ワ ー ド

話しあった日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

話しあった人

話しあった
こと

整理したこと、決まったこと
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　　　　　人生会議は、自由に
人生会議に、明確なタイミング・場所・回数は設定されていません。何度でも繰り返し考え、
話し合いましょう。
また、主体的に行うことが推奨されているので、強制されるものでもありません。あな
たの思いに従って、自由に行いましょう。

キ ー ワ ー ド

3 回目

話しあった日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

話しあった人

話しあった
こと

整理したこと、決まったこと
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終
活
と
は

私
の
こ
れ
ま
で

私
の
い
ま

私
の
こ
れ
か
ら

私
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

私
の
人
生
会
議

MEMO
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どうしても言葉にできない想い。
照れてしまって伝えられない感謝の気持ち。
本当は想いを伝えておきたい人へ、お手紙を書いておきましょう。

「大切なあなたへ」
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■各種相談先

相談内容 担当窓口 電話番号

高齢者サービス 
※�内容によって担当

課が変わります。
まずはご相談くだ
さい。

地域包括ケア推進課

【地域包括ケア推進係】
０２８２－２１－２２４４ 
【各地域包括支援センター係】
※２４ページ一覧参照

高齢介護課

【高齢福祉係】
０２８２－２１－２２４１ 
【介護保険係】
０２８２－２１－２２５１
【介護認定係】
０２８２－２１－２２５３

民生委員・児童委員 福祉総務課 【地域福祉係】
０２８２－２１－２２０１

成年後見制度 栃木市成年後見サポートセンター 【栃木市成年後見サポートセンター】
０２８２－２２－４５０１

障がいへの手当・助成 障がい福祉課
【障がい福祉係・障がい支援係】
０２８２－２１－２２０３
０２８２ー２１ー２２０５

健康相談 
各種検診 健康増進課 【健康づくり係】

０２８２－２５－３５１１

国民年金 
国民健康保険 
後期高齢者医療制度

保険年金課

【年金係】
０２８２－２１－２１３４ 
【国保係】
０２８２－２１－２１３１ 
【医療給付係】
０２８２－２１ー２１３６

相談窓口一覧
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■各種相談先

相談内容 担当窓口 電話番号

相続・遺言 市民生活課

【市民生活係】 
０２８２－２１－２１２２　 
※�相続・遺言は専門機関をご紹介

します

死亡届、埋火葬申請・許可 
世帯主変更届 市民生活課 【市民係】 

０２８２－２１－２１２６　　　　　　　

ごみの処分 クリーン推進課 【ごみ減量係】 
０２８２－３１－２４４７

ふれあいバス・蔵タク 
運転免許証の自主返納支援 交通防犯課 【公共交通対策係】 

０２８２－２１－２１５３

家屋の相談 建築住宅課 【空き家・住宅政策係】 
０２８２－２１－２４５１

市民相談 市民相談室(市民生活課) 【市民相談室】 
０２８２－２１－２１２２

消費生活相談 消費生活センター(市民生活
課)

【消費生活センター】 
０２８２－２３－８８９９

弁護士相談
※無料、要予約

市民相談室(市民生活課) 
大平隣保館(人権・男女共同参
画課) 
大平地域福祉センター　 
ふるさとふれあい館 
(栃木市社会福祉協議会　大
平支所)

【市民相談室】 
０２８２－２１－２１２２ 
【大平隣保館】 
０２８２－４３－６６１１ 
【大平地域福祉センター　ふるさ
とふれあい館】 
０２８２－４３－０２９４

司法書士・行政書士相談 
※無料、要予約 市民相談室(市民生活課) 【市民相談室】 

０２８２－２１－２１２２
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■高齢者のご相談はこちらへ

地区 センター名 電話番号

栃木東・西・北地区 栃木中央地域包括支援センター ０２８２－２１－２２４５

吹上・皆川・寺尾地区 吹上地域包括支援センター ０２８２－３１－１００２

国府・大宮地区 国府地域包括支援センター ０２８２－２７－３８５５

大平地区 大平地域包括支援センター ０２８２－４３－９２２６

藤岡地区 藤岡地域包括支援センター ０２８２－６２－０９１１

都賀・西方地区 都賀地域包括支援センター ０２８２－２９－１１０４

岩舟地区 岩舟地域包括支援センター ０２８２－５５－７７８２
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MEMO
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